




福岡市では、すべての市民が一人の人間として尊重され、地域社会において相互
に支え合い、生きがいのある生活が保障され、様々な社会活動に参加することがで
きる社会の実現を目指して、平成10年に「福岡市福祉のまちづくり条例」を制定しま
した。また、これに基づいて翌11年に同条例の施行規則を制定し、国が法で定める
基準等を超えた内容を自主的に定めるとともに、施設整備の基準を示した「福岡市
福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル（以下、施設整備マニュアルという。）」を
作成し、施設のバリアフリー化を進めてきました。

施設整備マニュアルでは、高齢者や障がいのある人をはじめ、すべての人が安心
して快適に利用できる施設にするための整備の基準をわかりやすく解説し、施設管
理者や設計者が建築物等を設計するうえで必要となる事項を盛り込んでいます。

その結果、福岡市の地下鉄七隈線をはじめとする公共建築物及び民間の建築物
においてバリアフリーに配慮した整備が行われており、官民の隔てなく、すべての
人が円滑に利用できる施設づくりを進める体制が整ってきています。

前回の改訂から５年が経過する中で、高齢者や障がいのある人等の外出機会が
増えており、国においては車椅子使用者用の便房や駐車施設、客席の必要数など、
関係法や各ガイドラインの見直しが行われています。

また、福岡市においては、「認知症の人にもやさしいデザインの手引き」を策定
し、認知症の人が記憶に頼らず安心して行動できる取組みを進めています。

これらの内容やアンケート調査等で把握した利用当事者の声を踏まえて今回の
施設整備マニュアル改訂を行いました。

この施設整備マニュアルが施設管理者や設計者をはじめ、市民のみなさまに有
効に活用され、ユニバーサルデザインの理念に基づいた、誰もが安全で利用しや
すい施設づくりが進められることを期待します。

最後に、福岡市バリアフリー整備研究会委員をはじめ、施設整備マニュアルの改
訂にご尽力ご協力をいただいた方々に深く感謝いたします。

令和７年12月
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